
後期高齢者医療制度について 
１ 新たな医療制度 
○ 後期高齢者医療制度 

老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、高齢者世代と現役世代の 
負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために「後期高齢者医療制

度」が創設され、平成 20 年 4 月 1 日から開始されます。 
○ 運営主体 

後期高齢者医療制度の運営主体は、県内のすべての市町村が加入する「群

馬県後期高齢者医療広域連合」です。 
   

２ 被保険者 
  75 歳（一定の障害のある人は 65 歳）以上の方はすべて、広域連合が運営 
する後期高齢者医療制度の被保険者になります。 
 これまで、国民健康保険の被保険者だった方はもちろん、健康保険組合や 
共済組合の被扶養者だった方も後期高齢者医療制度の被保険者となります。 
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 た分を公費（国、県、市町村）が 5 割を負担、現役世代からの支援（若年者 
の保険料）が 4 割を負担し、残り 1 割が後期高齢者からの保険料となります。
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・応益割（定額部分）は被保険者均等割、応能割（所

割とし、均等割：所得割＝５０：５０が標準となります。 
険料の額（平成 20 年度推計：厚生労働省試算） 

 厚生年金の平均的な年金額の受給者（厚生年金

均等割 3,100 円 +  所得割 3,100 円 ＝ 6,200
用者保険の被扶養者については、激変緩和措置として、後期高齢者医療制

加入時から、2 年間均等割保険料を 5 割軽減し、1,500 円とすることとされています

具体的な保険料の額は、広域連合の条例により定められます。 
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① 短期被保

より有効期限の短い被保険者証（短期証）を発行します。 
資格証明書：保険料の滞納発生後１年を経過した滞納者に対

特別な理由がない限り、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交

付します。医療費は、全額自己負担となります。 
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窓口支払 保険部分の財源内訳 



５ 高額医療費・高額介護合算制度 
  医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料が合算できるようになり

ます。それぞれの限度額を適用後、合算して高額になったときは、限度額を

超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。 
○ 高額介護合算療養費の自己負担限度額（年額：予定） 
 

   後期高齢者医療制度＋介護保険 
   一    般 ５６万円 
  現役並み所得者 ６７万円 

住民税非課税の

世帯 
３１万円  

低所得者 
年金収入80万円

以下など 
１９万円 

 

6 広域連合と市町村の役割 
 ○ 広域連合が行う主な事務 

被保険者の認定や保険料の決定、給付の決定などの制度の運営全般を行い

ます。 
○ 市町村の行う主な事務 

保険料の徴収や各種申請・届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を

行います。 
 

7 経過並びにスケジュール  

   ・平成18年6月14日   医療制度改革関連法案成立 

   ・平成18年8月31日   広域連合設立準備委員会設置 

   ・平成18年12月      市町村議会の議決（広域連合規約） 

   ・平成19年2月1日    広域連合設置許可申請 

  ・平成19年2月19日  広域連合設立（知事の設置許可） 

   ・平成19年2月19日   広域連合長選挙（松浦高崎市長選出） 

   ・平成19年2～3月    市町村議会（広域連合議員選挙） 

  ・平成19年3月27日   広域連合議会（条例、予算等審議） 

・平成19年5月2日   広域連合長選挙（松浦高崎市長再選）  

 ・平成19年8月28日   広域連合議会（定例会） 

   ・平成19年11月      広域連合議会（臨時会）：保険料条例制定 

   ・平成20年2月       広域連合議会（定例会） 

   ・平成20年4月～     法律施行 → 後期高齢者医療制度運用開始 



8 広域連合の組織 

    群馬県後期高齢者医療広域連合組織図  
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 ・次長は賦課電算課長兼務、会計管理者は会計課長兼務 
・ 職員の内訳： 

１２市（１９名）、２町（２名）、1 村（1 名）、県（２名）  

広域連合長 
松浦高崎市長 

副広域連合長 
針ヶ谷板倉町長

事務局長 

資格給付課 

  5 名 
賦課電算課 

  8 名 
総務課 
 7 名 

会計課 
 2 名 

会計管理者 

次 長 

議  会 
（議員 19名） 
 

選挙管理委員会 

  4 名 

監査委員 
 2 名  

公平委員会 
  3 名 

 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合 
   〒371-0854  

所在地 前橋市大渡町 1-10-7 
    （群馬県公社総合ビル ６階） 
電 話 027-256-7171（代表） FAX  027-255-1312  

 


